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知
太
政
官
事
は
、
綴
紀
大
蛮
三
年
碓
月
壬
午
（
廿
日
）
の
催
に
、

詔
三
品
刑
部
親
王
、
知
太
政
官
事
、

、
。

と
あ
る
の
を
初
見
と
し
、
同
天
平
十
七
年
九
月
壬
午
（
四
日
）
の
條
に
、

知
太
政
官
事
象
式
部
卿
從
二
位
鈴
鹿
王
姥
、
高
市
皇
子
之
子
也
、

と
あ
る
の
を
妓
後
と
す
る
前
後
四
十
三
年
の
開
行
は
れ
た
官
職
で
あ
る
。
こ
の
間
こ
の
職
に
つ
》
い
た
も
の
刑
部
親
王
・
穂
獄
親
王
・
舎
人

親
王
・
鈴
鹿
王
の
四
人
で
あ
る
。
今
就
任
の
次
第
を
列
躯
す
れ
ば
、

〔
絞
紀
〕
大
理
一
軍
正
月
壬
午
（
歴
）
。
茜
一
一
品
刑
部
親
王
知
太
政
官
事
、

〔
公
卿
袖
任
〕
芋
鐙
知
太
政
官
事
一
二
口
叩
刑
部
親
王
正
月
廿
日
任
、
或
本
以
知
太
政
官
事
釧
大
臣
之
上
、
天
武
天
ロ
エ
第
九
子
。

＠
．

〔
綾
紀
〕
慶
害
一
年
五
月
内
皮
（
壁
、
三
品
忍
壁
親
王
莞
、
遥
使
監
謹
喪
事
、
天
武
天
伽
奎
之
第
九
皇
子
也
、

「
知
大
政
官
事
」
考
，

’ 「
知
太
政
官
事
」
考

グ
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「
知
大
政
官
率
」
考
二

〔
公
卿
補
任
〕
遜
轌
知
太
政
官
邪
刑
部
親
王
五
月
七
日
蕊
、
在
官
三
年
、

●

〔
綾
紀
〕
慶
雲
一
年
九
月
壬
午
（
唾
）
、
詔
一
品
穂
穣
親
王
知
太
政
官
事
、

〔
公
卿
補
任
〕
塞
捲
知
太
政
官
事
二
品
穂
祇
親
王
九
月
三
日
任
、
天
武
天
山
韮
塑
一
子
。

〔
綾
紀
〕
和
釧
八
年
七
月
丙
午
（
吋
七
）
、
知
太
政
官
事
一
品
秘
祇
親
王
苑
、
泄
從
四
位
上
石
上
朝
臣
盟
庭
從
五
位
上
小
野
朝
臣
馬
護
、

監
誕
喪
事
、
天
武
天
皇
之
第
五
泉
子
也
、
‐

〔
公
卿
補
任
〕
輌
靹
知
太
政
官
事
一
品
穂
積
親
王
正
月
七
日
叙
一
品
、
七
月
十
三
日
班
、
鰐
十
一
・
年
、

〔
緩
紀
〕
養
老
四
年
一
八
月
甲
申
（
聖
、
詔
以
舎
人
親
王
爲
知
太
政
官
郡
、

〔
公
卿
補
任
〕
確
姥
知
太
政
官
事
一
品
舎
人
親
王
八
阿
四
日
任
、
天
武
天
皇
鐙
二
子
、

、
呼
灰
一

養
老
二
年
正
五
月
五
日
敏
一
品
、
四
年
八
月
四
日
叩
申
、
爲
知
太
政
官
事
、
》
拠
吐
上
、
賜
内
舎
人
二
人
大
舎
人
四
人
術
士
汁
人

宛
行
、
紳
蝿
五
年
三
月
廿
八
日
詔
書
奉
行
注
、
三
木
一
品
舎
人
親
王
知
左
大
睡
長
屋
王
上
、
六
月
冊
二
日
論
奏
注
、
知
太
政
官
事

舎
人
親
王
書
同
大
賦
上
、
事
希
有
、
価
注
之
、
〃

〔
緬
紀
〕
、
天
平
七
年
十
一
・
月
乙
丑
需
帆
）
、
知
太
政
官
事
一
品
舎
人
親
王
蕊
、
遥
從
三
位
絡
郵
鹿
王
等
、
、
職
維
葬
邪
、
辻
後
准
太
政
大

臓
、
命
王
親
男
女
悉
會
葬
庭
、
巡
中
塑
言
正
二
莅
多
浩
比
興
人
懸
守
等
就
鰯
宣
綱
、
贈
太
政
大
匝
、
親
王
天
”
中
原
減
興
人
天
呈
之
第

三
皇
子
也
、

〔
｜
公
卿
補
任
〕
毬
舜
知
太
政
官
事
一
品
舎
人
親
王
十
一
月
十
四
日
乙
丑
蕊
、
年
六
十
。
在
官
士
ハ
年
。
同
廿
二
日
贈
太
政
大

臣
。
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秀
礎
の
頭
註
に
は
、

や

な
い
こ
と
は
、
延
喜
式
部
式
に
、
「
凡
親
王
知
太
政
官
事
者
、
共
季
稚
准
右
大
ば
云
凌
」
と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
少
く
と
も
延
喜
式
制

定
の
時
分
ま
で
は
、
そ
の
再
現
が
豫
想
さ
れ
て
ゐ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
垂
垂
晦
趣
蔀
識
硫
雑
》
』
二
群
垂
覗
辱
妃
坤
埜
傾
華
趣
篭
斡
唾
環
認
識
翻

う
と
と
は
、
半
世
紀
に
近
い
間
、
絶
え
ず
に
繼
絞
し
て
ゐ
た
こ
と
（
中
断
さ
れ
て
ゐ
る
時
期
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
知
太
政
官
事

と
し
、
聖
武
朝
太
政
大
匝
高
市
親
王
の
三
男
参
議
従
三
位
大
蔵
卿
鈴
鹿
王
の
知
太
政
官
事
を
以
て
、
准
大
臣
の
濫
鵬
と
し
て
ゐ
る
。
浦
原

意
襲
を
も
つ
も
の
で
あ
ら
う
か
。

け
れ
ど
も
現
笈
に
は
天
平
十
七
年
の
鈴
鹿
を
以
て
経
２
Ｌ
ゐ
る
。
こ
の
宮
が
他
の
臨
時
的
な
も
の
と
異
っ
た
性
格
を
も
っ
た
も
の
で
あ
ら

の
機
能
の
中
断
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
、
後
に
述
べ
一
ｅ
に
よ
っ
て
も
う
か
が
は
れ
る
。
然
ら
ば
こ
の
知
太
政
官
事
は
如
何
な
る
性
格
と

〔
綾
紀
〕
天
平
九
年
・
九
月
己
亥
（
叶
八
）
、
以
從
一
莅
鈴
鹿
王
爲
知
太
政
官
部
、

〔
綾
紀
〕
天
平
十
七
年
九
月
戊
午
（
昭
）
、
知
太
政
官
邪
粂
式
部
卿
從
二
位
鈴
鹿
巽
錐
、
高
市
皇
子
之
子
也
、

知
太
政
官
事
の
史
上
に
避
現
し
た
の
は
、
こ
の
鈴
鹿
王
を
以
て
雑
る
。
而
も
知
太
政
官
事
が
こ
れ
を
以
て
柊
結
乃
至
腰
止
さ
れ
た
の
で

昔
無
准
大
厄
、
故
不
戦
官
位
令
、
大
変
三
年
刑
部
任
知
太
政
官
事
、
是
准
大
臣
之
義
也
、
故
是
爲
准
大
臣
之
始
、

北
畠
親
房
の
職
城
紗
に
は
、
「
知
太
政
官
訓
」
を
以
て
准
太
臣
と
し
、
准
大
ば
の
項
に
お
里
し
、
大
登
三
年
刑
部
親
王
を
知
太
政
官
顎

と
し
て
ゐ
る
。

〔
公
卿
補
任
〕
痒
》
知
太
政
官
事
從
三
位
鈴
鹿
王
九
月
任
、
元
三
木
、
大
藏
卿
諺
准
大
臣
、

。
。

〔
公
卿
補
任
〕
毎
坪
十
知
太
政
官
郡
從
二
位
鈴
鹿
王
九
月
二
日
蕊
、
在
官
九
年
、
式
部
卿
、

「
知
大
政 然

し
本
来
の
准
大
臣
と
稲

官
事
」
考
・
三

『

す
る
も
の
は
、
大
臣
に
昇
進
す
べ
き
も
の
が
大
臣
に
悶
官
が
な
い
た
め
に
、
こ
れ
を
優
遇
す

、

】
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と
し
、
知
太
政
官
事
を
以
て
徳
未
だ
太
政
大
臣
た
る
に
ふ
さ
は
し
か
ら
ぬ
秘
王
の
、
太
政
大
臣
に
任
ず
べ
き
修
業
期
側
に
相
衝
す
る
官
職

で
あ
る
と
し
た
。
然
し
こ
れ
も
、
知
太
政
官
班
か
ら
本
政
大
臣
と
な
っ
た
例
が
一
つ
も
な
い
幻
噸
珪
極
華
拒
稚
と
こ
ろ
か
ら
み
れ
ば
、

正
柑
で
は
な
い
。
刑
部
親
王
の
大
変
三
年
に
お
け
る
年
齢
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
父
天
武
天
皇
肋
じ
て
す
で
に
十
五
年
以
上
を
経
過
し
て

ゐ
る
。
壬
申
役
（
Ａ
Ｄ
六
七
二
）
に
は
父
に
従
っ
て
吉
野
か
ら
束
幽
に
随
行
さ
れ
て
ゐ
る
。
大
変
三
年
（
Ａ
Ｄ
七
○
三
）
に
は
太
政
大
臣

と
し
て
ふ
さ
わ
し
か
ら
砲
年
齢
で
は
決
し
て
な
い
。
穂
穂
親
王
・
舎
人
親
王
、
何
れ
も
同
様
で
あ
る
。
呈
親
が
大
政
大
臣
に
な
る
例
は
、

妓
初
の
太
政
大
胞
で
あ
る
大
友
由
韮
子
が
め
り
、
近
く
は
高
市
皇
子
が
あ
る
。
知
太
政
官
鞭
の
諸
親
王
は
、
こ
れ
ら
の
先
雌
を
追
は
れ
る
零
へ

き
條
件
を
炊
い
て
は
ゐ
な
か
っ
た
。
而
も
知
太
政
官
燕
た
る
に
と
ど
ま
っ
た
の
は
、
こ
れ
が
太
政
大
腫
に
准
歩
る
も
の
と
い
ふ
の
で
は
な

く
て
、
別
個
の
意
味
今
と
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
老
へ
ら
れ
る
。
津
川
左
右
吉
博
士
は
、
「
令
の
官
制
で
は
太
政
大
臣
が
明
か
に
世
か

「
知
大
政
官
事
」
考
囚

ろ
た
め
に
特
に
そ
の
地
位
に
袖
せ
ら
れ
た
も
の
で
、
そ
の
待
遇
が
三
司
昌
一
公
）
に
同
じ
と
い
ふ
意
味
で
隣
同
一
一
司
と
も
稚
し
た
。
わ
が

史
上
に
は
、
藤
原
伊
周
を
初
め
と
し
て
そ
の
例
は
な
い
で
は
な
い
が
希
れ
で
あ
る
。
標
注
職
原
抄
の
著
者
は
、
こ
の
や
う
な
准
大
臣
と
知

太
政
官
事
と
は
同
一
硯
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、

准
大
脈
に
も
そ
の
品
く
さ
ぐ
さ
あ
り
。
親
王
よ
り
な
り
給
ふ
と
、
諸
王
諸
臣
よ
り
な
る
と
は
意
別
な
り
。
刑
部
親
王
は
絞
紀
の
大
喪
三

年
正
月
に
州
・
…
：
と
あ
り
。
知
字
の
錐
は
た
と
へ
ぱ
此
抄
の
下
巻
に
、
記
録
所
の
上
卿
辨
の
事
と
、
可
令
行
記
鋒
所
之
事
之
由
被
宣
下

と
あ
る
行
字
の
如
く
、
ま
た
漢
土
に
領
尚
群
辨
録
両
替
事
な
ど
い
へ
る
が
如
し
。
か
く
知
太
政
官
事
と
す
る
は
、
そ
の
徳
い
ま
だ
太
政

大
臣
と
す
べ
き
に
至
ら
ざ
る
が
故
に
、
し
ば
ら
く
太
政
大
臣
に
準
じ
て
、
後
日
の
渓
を
待
給
ふ
も
の
な
り
。
さ
れ
ば
刑
部
の
知
太
政
官

①

．
事
は
、
左
右
大
臣
よ
り
も
上
た
る
那
辮
を
ま
た
ず
。

１
二
ｑ
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日
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「
知
太
政
官
燕
」
考
六

○
０
０

崎
趣
叩
確
諄
瓶
癖
芋
毛
の
職
能
に
腕
す
る
具
体
的
な
こ
と
は
不
明
で
あ
る
が
、
懐
風
藻
大
友
皇
子
の
傅
に
よ
っ
て
こ
れ
が
「
惣
百
摸
」

「
始
親
萬
機
」
と
い
ふ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
而
し
て
こ
れ
が
、
ア
ス
ヵ
時
代
に
於
け
る
東
宮
の
職
能
と
一
全
く
一
致
す
る
も

●

の
で
あ
り
、
か
１
る
職
能
を
有
す
る
太
政
大
厄
の
出
現
は
、
事
笈
上
東
宮
の
從
來
の
職
権
を
悉
く
韮
ひ
去
る
も
の
で
あ
り
、
時
の
東
宮
大

海
人
皇
子
（
天
武
）
に
と
っ
て
致
命
的
な
打
雌
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
と
す
る
家
、
丞
一
薊
氏
の
見
解
は
、
誠
に
敬
服
す
べ
き
も
の
が
あ

〆

る
銅
睡
」
「
球
碑
榊
群
郷
麺
ま
ゞ
嘩
遮
誕
諦
の
。
邪
疵
、
蕊
ｎ
の
新
令
の
宣
布
に
は
、
書
紀
に
、

東
宮
太
呈
魏
蛮
処
、
錘
葬
鋸
継
睦
施
行
冠
位
法
匪
之
事
、
大
赦
天
下
、

と
あ
っ
て
、
本
文
で
は
東
宮
奉
宣
と
し
な
が
ら
、
大
友
画
王
子
宣
命
と
い
ふ
或
本
塾
に
か
か
げ
て
ゐ
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
っ
て
、

天
武
系
の
人
全
に
よ
っ
て
緬
嬢
さ
れ
た
誉
紀
が
、
天
武
の
東
宮
と
し
て
の
地
位
と
雌
し
得
ず
し
て
、
東
宮
奉
宣
と
は
し
た
が
、
事
変
は
大

友
皇
子
奉
宜
で
あ
っ
た
こ
と
を
抹
殺
す
る
こ
と
が
で
き
ず
し
て
、
本
文
と
註
文
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
皇
位
繼
承
者
と
し
て
の
東
宮

の
制
度
は
聖
徳
太
子
に
よ
っ
て
創
設
ぜ
ら
れ
た
と
し
て
も
輌
識
舞
永
、
聖
徳
太
子
の
甥
合
も
、
中
大
兄
皇
子
の
場
合
も
、
そ
れ
が
必
ず
次

の
天
皇
位
を
約
束
せ
ら
れ
た
も
の
で
な
か
っ
た
ら
し
い
こ
と
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
、
む
し
ろ
、
天
武
十
年
に
堆
雛
泉
子
を
泉
太
子
と
な

し
、
「
閃
以
」
寓
機
を
擁
せ
し
む
と
審
紀
に
あ
る
東
宮
の
政
治
上
の
樅
能
こ
を
、
徴
時
の
東
宮
の
本
質
で
あ
っ
た
や
う
で
あ
』
も
（
卓
壁

皇
太
子
も
天
武
川
じ
て
画
ち
に
単
位
を
鞭
が
す
、
天
武
豊
后
菟
野
皇
女
が
稲
制
三
年
、
東
宮
は
皇
位
に
つ
か
ず
し
て
斑
じ
た
）
。
こ
の
こ

と
は
逆
に
、
「
秀
藷
腔
す
乙
も
の
が
束
筥
乃
至
次
の
呑
房
地
位
に
つ
き
得
る
と
い
ふ
錯
斑
を
お
こ
す
。
蹴
歳
識
鎌
癖
砕
鑿
華

嘩
慨
飛
燕
科
搾
錘
珈
．
依
嘩
檸
歴
託
錐
涯
奉
華
認
燕
稻
嘩
認
塗
稚
匙
毒
彌
僻
壬
申
飢
も
、
大
津
皇
子
の
愛
も
、
か
う
し
た
錯
尭
が
一
つ
の
豚
脚
と
な

っ
て
ゐ
る
と
老
へ
ら
れ
る
。
持
統
天
錐
は
即
位
の
年
（
崎
輪
）
、
新
た
に
淨
御
脱
令
（
需
武
）
を
施
行
し
、
商
巾
画
韮
子
を
太
政
大
臣
に
任
じ
、

&
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丹
比
陽
眞
人
を
右
大
臣
に
任
じ
、
丼
せ
て
八
打
百
漆
を
選
任
し
た
。
淨
御
原
令
に
お
け
る
太
政
大
臣
・
右
大
極
の
任
命
で
あ
る
こ
と
は
疑

ひ
な
い
が
、
毛
の
職
能
に
つ
い
て
は
近
江
令
の
場
合
よ
り
も
一
暦
よ
る
べ
き
も
の
が
な
い
。
東
宮
は
定
め
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
懐
風
藻
葛

野
王
傳
に
よ
れ
ば
．
高
市
皇
子
が
蕊
じ
て
後
に
始
め
て
天
ロ
韮
が
東
宮
の
こ
と
を
群
胞
に
諮
っ
た
と
あ
る
Ｐ
と
み
れ
ば
、
商
市
皇
子
は
東
宮

と
は
な
ら
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
太
政
大
価
た
る
こ
と
に
よ
っ
て
束
宮
の
萬
機
を
雛
行
す
る
職
能
を
具
へ
て
、
自
ら
東
宮
の
地
位
に
お
か
れ

た
も
の
で
あ
ら
う
と
も
老
へ
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
皇
子
の
立
太
子
の
記
事
を
書
紀
が
漏
ら
し
た
の
で
あ
ら
う
と
い
ふ
論
が
行
は
れ
た
。

罎
鋸
鋲
緬
祁
跡
錘
舞
郵
蠅
稗
錘
蜂
諏
搾
莎
癖
惑
然
る
に
商
市
聖
子
も
亦
皇
位
に
つ
く
時
を
待
た
ず
に
持
統
十
年
七
月
に
蕊
じ
た
。
よ
っ
て
翌

十
一
年
二
月
さ
き
の
東
宮
草
壁
皇
子
の
嫡
男
珂
珊
王
子
を
立
て
上
東
宮
と
し
、
八
月
位
を
譲
ら
れ
た
。
文
武
天
皇
こ
れ
で
あ
り
、
時
に
年

十
五
で
あ
っ
た
。
持
統
天
皇
は
年
五
十
三
で
あ
一
名
從
來
の
例
か
ら
い
へ
ぱ
、
東
宮
は
相
常
久
し
、
い
問
天
皇
の
下
に
あ
２
」
蔑
機
を
撮
行

す
る
の
が
な
ら
は
し
で
あ
り
、
む
し
ろ
東
宮
本
來
の
機
能
が
そ
こ
に
あ
っ
た
と
思
は
れ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
り
、
立
太
子
の

翌
月
開
も
な
く
即
位
す
る
こ
と
は
全
く
の
異
例
で
あ
る
。
來
宮
の
機
能
が
正
し
く
聴
化
し
つ
Ｌ
あ
る
こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
準
津
蕊
域
雫
蝕

０
○
○
Ｏ
‐

・
峰
。
こ
の
異
例
は
、
常
時
に
於
て
も
意
識
さ
れ
て
ゐ
た
ら
し
い
こ
と
は
涌
祇
哩
紀
が
特
に
「
天
蝿
定
策
禁
中
、
耐
天
墨
位
於
向
轆
太
子
」
と
韮
〕

し
て
ゐ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
う
か
が
は
れ
る
。
然
ら
ば
何
故
に
か
Ｌ
ろ
異
例
が
ひ
ら
か
れ
た
で
あ
ら
う
か
。
こ
Ｌ
で
思
ひ
出
さ
れ
る
の
．
は

津
田
左
右
吉
博
士
の
次
の
言
蕊
で
あ
る
。

近
江
令
に
於
い
て
新
に
太
政
大
賦
を
設
け
太
政
を
總
理
す
る
も
の
と
し
た
の
は
、
此
の
鮎
に
於
い
て
唐
制
か
ら
離
れ
た
の
で
あ
り
、
か

入
る
官
職
も
其
の
名
稲
も
支
那
に
は
例
の
無
い
も
の
で
あ
る
。
帝
王
を
補
佐
す
る
、
も
し
く
は
政
務
を
分
掌
す
る
官
を
世
い
て
も
、
一

人
に
し
て
大
政
を
統
宰
す
る
も
の
を
設
け
な
か
っ
た
の
は
、
思
想
の
上
に
於
い
て
帝
王
の
猫
裁
政
治
で
あ
る
べ
き
支
那
の
政
総
か
ら
来

「
知
大
政
官
事
」
考
上
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〆

「
知
大
政
官
事
」
考

八

て
ゐ
る
こ
と
で
あ
ら
う
と
忠
は
れ
、
妓
商
の
官
と
し
て
は
三
公
九
卿
と
い
ひ
叉
は
六
卿
と
い
ひ
三
師
と
い
ふ
や
う
な
も
の
の
こ
と
が
昔

‐
か
ら
説
か
れ
て
ゐ
る
の
も
典
の
故
で
あ
ら
う
が
、
か
な
り
久
し
い
前
か
ら
の
斌
例
と
し
て
‘
、
天
皇
が
親
ら
政
治
の
価
に
常
ら
れ
な
か
っ

た
ら
し
い
我
が
剛
で
は
、
太
政
大
臣
の
必
要
が
あ
っ
た
で
あ
ら
う
。
中
大
兄
皇
子
が
、
覗
愛
上
、
新
朝
廷
の
主
宰
者
で
あ
っ
た
に
拘
は

ら
ず
、
長
い
間
天
皇
の
位
に
叩
．
か
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
、
此
の
意
味
に
お
い
て
注
意
を
要
す
る
の
で
、
大
化
か
ら
即
位
ま
で
四
一
十
餘

年
間
は
、
此
の
皇
子
ば
、
い
は
ぱ
那
澱
上
の
太
政
大
臣
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
和
銅
岬
垂
鋤
掲

と
の
言
葉
は
わ
が
天
皇
制
の
特
暁
を
つ
い
た
卓
兄
で
あ
る
こ
と
は
、
醜
に
恭
永
蝿
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
、
同
氏
に
よ
っ
て
ア
『
〈
力
時
代

ｐ

の
東
宮
こ
そ
、
太
政
大
阪
と
は
別
個
に
太
政
難
行
の
職
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
潅
稚
識
、
か
や

う
な
天
皇
自
身
の
も
つ
政
治
的
地
位
が
、
文
武
天
皇
の
若
年
に
し
て
即
位
し
た
邪
捕
に
存
し
て
ゐ
た
と
老
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
商
市
皇

子
の
蕗
後
電
東
宮
の
地
位
に
つ
い
て
里
親
の
間
に
不
安
な
筌
氣
の
あ
っ
た
こ
と
が
、
隈
肌
藻
の
蒋
野
王
縛
に
み
え
る
が
、
か
や
う
な
不
安
を

脱
す
る
た
め
に
、
嫡
套
相
承
の
理
を
根
搾
と
し
蝿
鯉
謙
嬬
裁
蕊
電
離
調
藤
綴
燃
識
識
鰡
詞
鋤
誹
嘩
麓

覇
誰
謝
雛
綴
熱
基
患
競
輸
、
齢
殻
螺
一
謨
定
噸
雛
靜
微
灘
覗
幼
弱
愈
珂
瑠
羊
を
僻
笠
て
た
。
然

し
東
宮
に
慨
行
的
に
附
随
す
る
寓
機
搬
行
の
能
力
は
な
い
。
を
と
で
翌
月
面
ち
に
天
皇
位
に
つ
け
、
持
統
天
皇
が
太
上
天
皇
と
な
っ
て
蔑

機
を
擁
行
す
る
の
地
位
に
つ
‐
か
れ
た
や
う
で
あ
る
。
元
明
天
皇
即
位
の
《
剛
命
に
確
垂
訊
癖
群

關
母
威
岐
藤
原
宮
御
宇
倭
松
子
天
皇
丁
西
八
月
（
や
舞
鍼
）
爾
此
食
國
天
下
之
業
乎
日
並
知
皇
太
子
（
如
蓉
壁
）
之
嫡
子
今
御
字
醒
天
恥
爾
（
麺

○
○
○
０
○
○
○
○
○
○
，

式
）
授
賜
而
並
坐
叩
、
此
天
下
乎
治
賜
比
語
賜
岐
、
是
者
關
母
威
岐
近
江
大
津
宮
御
字
大
倭
根
子
天
皇
乃
與
天
地
装
狸
與
日
月
北
〈
逵
不
改

粥
典
止
立
賜
比
敷
賜
癖
法
乎
受
被
賜
坐
而
行
賜
慕
止
衆
被
賜
而
恐
美
仕
奉
認
痙
羅
詔
命
乎
衆
聞
宜
、

｜
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3

と
あ
る
の
ほ
こ
れ
を
物
語
っ
て
ゐ
る
。
文
武
天
皇
即
位
以
後
大
喪
三
年
正
月
刑
部
糾
王
を
『
知
太
政
官
事
」
に
任
命
の
あ
る
ま
で
六
年

間
、
蔑
機
を
擁
行
す
べ
き
職
能
を
有
す
る
と
思
は
れ
る
も
の
が
お
か
れ
な
か
っ
た
の
は
、
太
上
天
皇
た
る
持
統
天
皇
が
そ
れ
を
果
さ
れ
て

ゐ
た
た
め
で
・
あ
ら
う
。
然
る
に
持
統
上
皇
は
大
癖
疵
三
年
士
一
月
廿
二
側
に
崩
じ
た
の
で
、
こ
上
に
政
治
を
擁
行
す
べ
き
人
を
炊
い
た
の

で
、
蕊
年
正
月
、
刑
部
親
王
を
知
太
政
官
部
た
ら
し
め
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
刑
部
親
王
は
、
壬
申
錘
に
ば
草
壁
皇
子
と
共
に
天
武
天
坐

に
從
っ
て
東
側
に
赴
い
て
ゐ
る
の
・
で
、
大
喪
三
年
に
は
少
く
と
も
不
惑
の
齢
を
越
え
て
ゐ
る
管
で
あ
る
。
天
武
十
年
に
は
詔
を
奉
じ
て
川

◆

島
県
子
・
康
瀬
王
・
竹
川
王
と
共
に
帝
紀
及
び
上
古
の
郡
を
撰
修
、
文
武
四
年
に
は
勅
を
奉
じ
て
藤
原
不
比
等
と
共
に
律
令
撰
定
し
、
妓

初
の
親
王
號
を
得
た
、
い
は
ぱ
功
価
で
あ
る
。
國
史
の
識
修
に
も
た
づ
さ
わ
り
律
令
制
定
の
總
裁
と
も
な
っ
て
、
と
の
経
歴
は
正
↑
し
く
商

機
を
雛
行
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
。
然
る
に
瓢
王
は
自
ら
制
定
に
閥
係
し
た
令
に
定
め
て
あ
る
太
政
大
匝
の
任
に
つ
か
ず
し
て
、
令
制
に
は

な
い
「
知
太
政
官
郡
」
た
る
に
す
ぎ
な
・
か
つ
た
。
刑
部
親
王
は
慶
雲
二
年
五
月
蕊
じ
た
の
で
、
九
月
に
は
穂
波
親
王
を
知
太
政
官
事
た
ら

し
め
、
和
銅
八
年
（
露
蝿
元
年
）
七
月
の
蕊
去
に
至
っ
た
。
穂
職
親
王
は
天
武
天
皇
第
五
皇
子
で
あ
り
、
文
武
天
皇
に
は
叔
父
に
あ
た

ろ
。
こ
れ
よ
り
先
、
文
武
天
皇
は
慶
雲
四
年
六
月
に
崩
じ
た
が
、
天
皇
の
塁
手
首
（
後
の
聖
武
）
は
年
未
だ
七
歳
で
あ
っ
た
の
で
、
萬
機

を
撫
行
す
べ
き
能
力
な
く
、
文
武
天
泉
の
母
で
天
卿
天
皇
第
四
皇
女
で
あ
る
阿
倍
皇
女
が
寓
機
を
雛
行
し
、
つ
い
で
泉
位
に
つ
い
た
。
こ

奴
が
元
明
天
皇
で
あ
一
電
和
銅
七
年
に
至
っ
て
首
皇
子
は
年
十
囚
と
な
っ
た
の
で
元
服
を
加
へ
東
宮
と
な
っ
た
。
あ
た
か
も
翌
年
に
は
知

太
政
官
事
穂
糠
親
王
が
蕊
じ
た
七
月
に
、
始
め
て
天
下
の
政
を
行
ふ
た
と
本
朝
皇
胤
紹
蓮
鋒
に
あ
る
。
匪
亜
唯
唾
峰
硫
椛
帳
魂
唾
罐
辱
》
跨

り

癖
毒
唖
坤
禄
科
訓
畷
錘
恥
詐
雑
霊
正
に
「
知
太
政
官
率
」
の
斑
じ
た
機
會
に
束
富
と
し
て
の
機
能
を
笈
現
し
た
も
の
と
老
へ
ら
れ
な
い
で

あ
ら
う
か
。
然
し
こ
れ
は
東
宮
の
年
齢
か
ら
老
へ
て
、
恐
ら
く
前
か
ら
の
東
宮
に
附
随
す
る
惟
格
の
砿
行
的
な
も
の
の
形
式
化
し
た
も
の

「
知
大
政
官
事
」
考
九

し
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に
恵
美
押
勝
と
大
師
球
唾
に
任
じ
た
宣
命
に
、
「
祀
父
大
ば
乃
明
久
淨
岐
心
以
且
御
帷
累
互
天
下
申
給
比
朝
廷
助
仕
奉
却
多
事
乎
字
牟
我

ヨ
ノ
ｒ
ｌ

自
豊
繍
驚
魚
篭
岐
聖
天
獅
萌
太
政
大
典
営
奉
止
勅
穏
響
驚
患
夫
依
且
箭
篭
成
零
」
と
み
え
る
か
為
蕊

恥
酔
睡
月
、
恐
ら
く
信
憩
で
き
る
こ
と
と
恩
は
れ
る
。
そ
し
て
ま
た
こ
れ
が
、
穂
減
親
王
後
、
知
太
政
官
事
を
補
充
せ
ら
れ
厳
か
っ
た
理

由
で
あ
ら
う
。
然
る
に
元
正
天
皇
即
位
五
年
目
の
養
老
四
年
藤
原
不
比
等
は
蕊
じ
た
。
天
武
鋪
三
皇
子
舎
人
親
王
が
知
太
政
官
求
と
な
っ

た
の
は
、
そ
の
翌
日
で
あ
る
。
舎
人
親
王
は
日
本
書
紀
編
纂
の
総
裁
で
あ
り
、
元
正
天
皇
に
は
叙
父
に
蹴
る
。
舎
人
親
王
は
在
官
十
六
年

で
、
天
平
七
年
十
一
月
十
四
日
に
蕊
じ
、
二
十
二
日
太
政
大
ば
を
贈
ら
れ
た
。
天
平
九
年
高
市
呈
子
の
第
二
子
鈴
鹿
王
が
参
議
よ
り
鱒
じ

て
知
太
政
官
事
と
な
り
、
天
平
十
七
年
に
及
ん
で
蕊
じ
、
そ
れ
と
共
に
知
太
政
官
事
は
跡
を
絶
っ
た
。

愛
努
庶
政
九
戦
干
蕊
、
今
精
華
漸
衰
、
老
幼
斯
倦
、
深
求
閑
逸
、
商
蹄
肌
雲
、
濯
累
退
座
、
將
同
脱
展
、
阿
以
此
祁
器
、
欲
誕
・
鼎
太

子
、
而
年
向
幼
稚
、
未
離
深
宮
、
庶
務
多
端
、
一
日
萬
機
、
一
品
氷
高
内
親
王
早
叶
膨
狩
、
夙
彰
徳
晋
、
。
：
今
仰
泉
帝
位
於
内
親
王
、

を
あ
る
の
で
明
ら
か
で
ば
あ
る
が
、
和
銅
八
年
七
月
知
太
政
官
事
穂
獄
親
王
蕊
後
、
知
太
政
官
事
を
直
ち
に
袖
充
せ
ら
れ
な
か
っ
た
の

は
、
恐
ら
く
右
大
曝
縢
原
不
比
等
を
し
て
そ
の
任
に
常
ら
し
め
よ
う
と
さ
れ
た
た
め
で
あ
ら
う
。
公
卿
補
任
に
よ
れ
ば
、
謹
老
二
年
酢
や

準
匪
馳
啼
麩
率
裡
吐
永
華
睡
極
唾
趣
旋
奉
珪
「
月
日
雌
被
任
太
政
大
阪
、
間
僻
不
受
」
と
あ
る
の
は
、
外
に
傍
證
す
べ
き
も
の
は
な
い
が
、
後

「
知
大
政
・
彌
事
」
考
一
○

に
す
ぎ
な
い
で
あ
ら
う
。
東
宮
の
性
絡
が
、
文
武
天
皇
以
来
全
く
鐘
化
し
な
が
ら
も
、
な
ほ
從
前
の
情
勢
が
存
し
て
ゐ
た
と
い
ふ
べ
き
で

あ
ら
う
。
こ
の
年
九
月
元
明
天
皇
は
位
を
東
宮
の
叔
母
に
あ
た
る
氷
商
内
親
王
に
譲
っ
た
。
元
正
天
皇
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
脚
位
の
綱

に
、
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「

も
と
も
と
知
太
政
官
事
は
、
初
め
は
官
名
で
も
な
く
職
名
で
も
な
く
、
綾
紀
に
も
詔
し
て
太
政
官
の
事
を
知
ら
し
む
と
あ
っ
て
、
詔
に

よ
っ
て
與
へ
ら
れ
た
政
治
上
の
職
能
で
あ
る
。
こ
郡
が
二
人
目
の
穂
職
親
王
に
な
る
と
「
知
太
政
官
事
一
品
穂
秋
親
王
」
と
な
っ
て
ゐ
て

職
名
と
な
っ
て
ゐ
る
。
こ
の
關
係
は
あ
た
か
も
擬
政
が
始
め
「
總
撫
寓
機
」
一
（
ヨ
ロ
ヅ
ノ
マ
ッ
リ
ゴ
ト
ヲ
フ
サ
ネ
カ
〈
ラ
シ
ム
）
癖
魂
郷

條
と
稲
し
て
ゐ
た
も
の
が
後
に
擁
政
と
い
ふ
職
名
と
．
な
っ
た
如
く
、
堂
た
初
め
「
開
白
萬
機
宜
細
」
す
る
椛
能
か
ら
關
白
と
い
ふ
一
つ
の

職
名
が
生
れ
た
と
同
じ
で
あ
る
。

知
太
政
官
事
が
簸
初
に
季
か
れ
た
の
が
、
犬
喪
令
の
完
成
し
た
直
後
で
あ
る
。
最
初
に
任
じ
た
の
も
そ
の
制
定
に
干
與
し
た
親
王
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
知
太
政
官
事
の
太
政
官
の
事
は
、
令
制
に
規
定
さ
れ
た
「
太
政
官
」
の
こ
と
で
あ
り
．
「
知
」
は
こ
れ
を
続
く
る
こ

、
卯
や
吹
司
垂
８
０
℃

と
と
な
る
。
令
制
に
．
お
け
る
太
政
官
は
も
八
稀
諸
国
を
銃
べ
て
天
下
の
事
悉
く
こ
の
官
に
お
い
て
決
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
蝿
附
。
従
っ
て

１
．

こ
れ
を
統
く
る
こ
と
は
、
從
來
の
太
政
大
胞
の
職
能
を
果
す
こ
と
に
な
る
。
然
る
に
令
に
規
定
し
た
太
政
大
匝
は
、
唐
の
三
帥
三
公
の
制

に
倣
っ
て
名
騨
官
と
し
、
『
非
分
掌
之
職
」
と
し
た
き
め
癖
、
具
悔
的
な
職
能
を
伴
は
い
も
の
と
な
っ
た
。
近
江
令
に
お
け
る
太
政
大
世

は
、
大
友
商
市
の
二
例
に
よ
る
に
「
總
百
撲
』
な
る
職
能
を
有
し
て
ゐ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
東
宮
の
有
す
る
政
治
的
地
位
と
對
立

し
、
動
も
す
れ
ば
不
安
な
政
傭
を
か
も
し
出
し
た
の
で
、
唐
の
名
器
官
で
あ
る
三
師
三
公
に
比
定
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
而
も
現

貸
の
政
浩
而
に
お
い
て
は
、
百
官
淀
統
皐
べ
き
職
能
を
有
す
る
も
の
が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
、
と
上
に
知
太
政
官
覗
が
生
れ
た
も
の
で
あ

ら
う
。
そ
の
地
位
に
つ
い
て
は
、
公
卿
袖
任
に
よ
鯉
ぱ
、
三
品
刑
部
親
王
は
大
喪
三
年
に
は
右
大
臣
從
二
位
阿
倍
朝
匝
御
主
人
の
次
に
お

「
知
大
政
官
事
」
考
一
一

Ｇ
一
一
一

町
■
■
二
■
画

『■

－



八
日
の
詔
が
奉
行
注
に
、
三
木
一
品
舎
人
親
王
と
あ
っ
た
と
い
ふ
こ
と
。
こ
の
三
木
と
は
如
何
な
為
意
味
を
有
つ
も
の
で
あ
ら
う
か
。
知

太
政
官
率
の
地
位
が
参
議
で
・
め
一
つ
と
い
ふ
こ
と
を
一
示
す
も
の
で
あ
ら
う
か
。
或
は
軍
に
「
参
議
朝
政
」
に
す
ぎ
ぬ
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ

ら
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
恩
ひ
出
さ
れ
る
の
は
、
養
老
五
年
十
月
二
十
四
日
太
上
天
塁
（
元
明
）
が
病
重
く
な
ら
れ
た
と
き
、
時
の
元
正

○
○
０
Ｏ

天
皇
は
、
参
溌
從
三
位
藤
原
房
前
に
詔
し
て
、
「
凡
家
有
沈
飛
や
大
小
不
安
、
卒
発
事
故
、
汝
卿
房
前
、
淵
作
内
臓
、
計
會
内
外
、
推
勅

施
行
、
輔
翼
帝
業
、
永
寧
國
家
」
と
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
睦
唾
津
群
嘩
痙
迩
雫
蔀
稚
厩
雌
睡
趣
挙
証
》
捌
湖
元
鋤
，
蔀
垂
櫃
手
匪
叩
杜
澱
雄
嘩
嘩
舞

嘩
蓉
惟
垂
唾
班
樺
齢
睡
雄
埣
確
諏
唾
牽
墾
溶
唾
蟻
参
罐
で
も
、
か
や
う
な
重
要
な
職
能
を
興
へ
ら
れ
る
鴬
時
の
瞳
例
と
し
て
は
、
こ
れ
が
太
政

官
の
總
裁
た
る
べ
き
地
位
を
與
へ
ら
れ
た
こ
と
も
あ
り
得
る
で
あ
ら
う
。
然
し
、
親
王
の
相
常
官
に
は
参
議
は
な
い
。
”
識
塞
確
祗
鐸
鋤
詑

準
痙
畢
銅
匪
麺
塞
幟
握
誕
奉
睡
例
蕪
誇
嘩
毒
垂
●
紗
争
一
癖
罎
嬬
錘
諏
垂
癖
密
癖
輝
呼
細
言
｛
凱
皐
塞
郷
紫
従
っ
て
こ
れ
は
何
ら
か
の
談
で
あ
ら
う
。
第

「
知
大
政
侮
坤
．
」
考

一
一
一

き
、
同
四
年
に
は
前
年
苑
じ
た
阿
倍
御
主
人
の
閥
と
し
て
大
納
言
正
三
位
石
上
朝
朧
麻
凸
が
右
犬
版
に
稗
じ
、
同
日
從
二
位
に
織
し
て
、

ま
た
刑
部
税
王
の
上
位
に
知
っ
て
ゐ
器
。
慶
雲
二
年
刑
部
親
王
に
つ
い
だ
二
品
穂
籏
親
王
も
、
翌
年
二
月
「
撤
右
大
ほ
泉
孫
法
季
職
給

之
」
と
定
め
ら
れ
て
る
ま
で
は
、
右
大
臣
從
一
莅
石
上
麻
呂
の
下
に
あ
り
、
三
年
か
ら
右
大
臣
の
上
に
列
し
た
。
榊
蹄
唾
癖
頤
正
癖
晒
稚
唾

凧
檸
蝿
瀦
雑
唖
侭
鮭
雌
錘
唾
獅
吋
蜘
一
品
舎
人
親
王
は
妓
初
の
年
斐
老
四
年
に
は
右
大
臣
正
二
位
藤
脈
朝
臣
不
比
等
の
次
に
あ
っ
て
鱸
私
哩
露
地

恥
癖
恥
畔
抑
鉦
準
〉
噂
”
権
岬
岬
旋
儘
畔
一
毛
鋤
榊
率
岬
輌
蓉
誰
唖
泊
、
翌
年
か
ら
右
大
臣
従
二
位
長
屋
王
の
上
に
あ
』
や
。
罐
癖
涯
嘩
睡
酔
酢
湖
叶
一
祁

蝿
五
年
催
の
舎
人
親
王
の
註
に
よ
る
と
、
こ
の
年
の
三
月
廿
八
日
の
詔
響
の
奉
行
註
に
は
、
三
木
一
品
舎
人
親
王
が
左
大
臣
長
屋
王
の
上
に

列
し
、
六
月
廿
三
日
の
諭
奏
に
は
、
知
太
政
官
事
舎
人
親
王
が
同
大
極
の
上
に
番
し
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
は
希
有
な
こ
と
で
あ
る
か
ら
之
を

注
す
る
と
あ
る
・
叩
虻
鉦
誰
溢
雌
叫
群
唖
華
弘
魂
雁
岬
確
ｏ
と
の
註
は
知
太
政
官
部
に
つ
い
て
色
↑
べ
問
題
を
提
供
す
る
。
難
一
に
三
月
二
十

１
１
－

｜
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二
に
、
知
太
政
官
謡
が
左
大
極
の
上
に
列
す
る
こ
と
が
希
有
で
め
る
か
ら
、
之
を
注
す
る
と
い
ふ
こ
と
。
こ
れ
は
知
太
政
官
邸
が
左
大
腫

よ
り
下
に
あ
る
べ
し
と
老
へ
ら
れ
て
ゐ
た
こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
”
然
し
、
上
野
國
牟
や
↑
胡
郡
碑
で
は
、
太
政
官
二
品
穂
職
親
王
左
大
臣
正
二

位
石
上
鯨
（
函
庶
）
右
大
臣
正
二
位
藤
原
尊
（
函
奔
）
と
な
っ
て
ゐ
る
の
で
、
倣
時
行
は
れ
て
ゐ
た
こ
と
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
諺

岬
嘩
脚
岬
遡
祁
篭
橲
咽
九
従
っ
て
左
大
極
の
上
に
知
す
る
こ
と
が
希
有
と
い
ふ
の
は
聯
公
卿
杣
任
の
編
者
の
佃
・
入
的
な
兇
解
に
過
ぎ
な
い
。
而

も
諺
天
子
九
年
参
議
か
ら
知
太
政
官
斯
と
・
な
つ
・
た
鈴
鹿
王
は
、
「
准
大
臣
」
と
公
郷
袖
任
に
註
せ
ら
れ
な
が
ら
も
、
式
部
卿
産
兼
ね
常
に

満
大
甑
橘
諸
兄
の
下
に
剥
し
て
ゐ
る
侭
織
簔
謹
一
戦
談
。
蝉
一
權
潅
魂
溌
鑿
一
嘘
蕊
溌
權
灌

睡
華
耀
非
幟
恥
瀞
恥
酔
狂
峰
講
唾
娃
毬
唖
罐
↑
唖
腰
識
知
太
政
官
事
が
、
官
人
と
し
て
の
序
列
の
上
で
か
や
う
な
地
位
に
お
か
れ
た
の
ば
、
關

白
や
撫
政
が
、
そ
の
朧
能
の
上
で
は
太
政
大
臣
の
上
に
あ
る
に
拘
は
ら
す
、
両
者
竝
存
す
る
と
き
は
、
太
政
大
臣
の
下
に
列
す
る
こ
と
が

あ
っ
た
と
同
様
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
ら
う
。
そ
の
席
次
は
、
『
知
太
政
官
事
」
た
る
こ
と
よ
り
も
、
位
階
に
よ
っ
て
序
列
さ
れ
て
ゐ

た
や
う
で
あ
る
。
恐
ら
く
こ
奴
は
「
知
太
政
官
蕊
」
が
正
官
で
な
か
つ
・
た
た
め
で
あ
ら
う
。

然
ら
ば
、
刑
部
親
王
が
叩
唯
初
に
、
太
政
大
臣
た
る
の
誰
椛
を
も
ち
な
が
ら
何
故
に
「
知
太
政
官
郡
」
た
る
ｐ
例
を
ひ
ら
か
れ
た
の
一
で
あ

ら
う
か
。
こ
れ
は
恐
ら
く
、
律
令
制
定
に
参
典
せ
ら
れ
た
親
王
と
し
て
、
令
制
に
規
定
さ
れ
た
太
政
大
臣
の
性
椛
ｌ
則
閲
之
官
た
る
性
怖
と

充
分
理
解
さ
れ
て
、
み
だ
り
に
つ
く
べ
き
官
で
は
な
い
こ
と
を
自
ら
示
さ
れ
た
こ
と
に
あ
る
で
あ
ら
う
。
而
も
藤
原
不
比
等
が
歴
掩
こ
の

宮
に
つ
く
べ
く
す
Ｌ
め
ら
れ
た
と
い
ふ
の
も
、
親
王
が
太
政
大
臣
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
悲
劇
が
回
顧
さ
れ
、
厄
下
な
ら
ば
、
た

れ
を
く
り
返
す
お
と
れ
が
な
い
と
い
ふ
こ
と
が
老
へ
ら
れ
た
の
で
あ
ら
う
。
然
し
不
比
等
も
亦
令
制
定
の
干
係
者
と
し
て
、
太
政
大
臣
の

性
格
を
理
解
し
て
ゐ
た
こ
と
が
、
破
産
し
て
楜
僻
せ
し
め
た
所
以
で
あ
ら
う
。
官
位
令
に
は
、
一
品
親
王
は
太
政
大
匝
、
二
品
糾
王
は
丘

「
知
大
政
官
奉
」
考
三
一

「

－

１

１
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１

１
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「
知
大
政
符
亭
」
老

一
四

右
大
臣
と
規
定
し
て
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
雁
史
の
上
で
は
、
令
制
以
後
、
途
に
親
王
の
太
政
大
臣
は
出
現
し
な
か
っ
た
。
諸
王
の
太
政
大
臣

は
途
に
一
回
も
蔵
く
、
朧
か
に
左
大
臣
に
長
屋
王
嘩
試
辱
郷
読
垂
諮
浦
右
大
臣
に
榊
王
燕
雅
趣
塀
癖
雪
輌
麩
皇
）
が
あ
る
の
み
で
、
他
は
諸
王
で

あ
っ
て
も
、
脇
姓
し
て
臣
下
の
列
に
加
っ
て
後
の
こ
と
で
あ
る
。
ば
下
は
太
政
大
臣
た
る
と
も
親
王
ば
太
政
大
臣
た
る
ぺ
か
ら
歩
と
い
ふ

（
註
）

格
が
出
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
歴
史
は
陪
掩
に
そ
の
原
則
を
示
し
て
ゐ
ろ
。
こ
上
に
製
親
が
政
治
的
に
特
殊
な
地
位
に
お
か
れ
た
こ
と
が

う
か
が
わ
れ
る
。
泉
税
は
政
治
上
の
「
事
」
を
「
知
」
る
べ
く
し
て
「
行
」
ふ
ぺ
、
か
ら
ざ
る
Ｉ
即
ち
職
能
を
有
し
て
椛
能
を
有
せ
ざ
る
地

位
を
典
へ
ら
れ
た
と
い
ひ
得
る
の
で
あ
る
。
こ
の
政
治
的
性
格
は
、
天
口
罪
の
そ
れ
に
近
い
。
》
叩
も
、
「
太
政
官
の
事
」
を
統
く
る
知
太
政

官
事
に
、
韮
親
が
任
じ
た
こ
と
は
、
「
八
姓
」
制
定
と
同
じ
意
味
を
う
か
が
ひ
得
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
（
端
睡
罐
一
碑
岬
御
塞
岬
咋
季
）

Ｅ昼確

コ
ー
中
歴
」
公
卿
歴
、
太
政
大
臣
の
攻
、
大
友
（
天
将
五
皇
子
、
天
智
十
正
始
詮
）
商
市
（
天
武
二
皇
子
）
迩
鏡
（
騨
帥
、
天
平
紳
謹
元
年
三
月
任
同

二
年
十
月
授
法
里
歴
二
年
）
忠
仁
昭
宜
貞
傭
満
悦
誰
徳
忠
義
脈
義
兼
家
恒
徳
御
堂
仁
義
宇
治
二
條
偏
父
大
殿
（
師

焚
）
後
大
（
忠
狂
）
雅
災
（
源
）
忠
趣
症
行
宗
輔
伊
辿
清
盛
忠
雅
基
房
乖
房
礁
師
垂
（
筆
王
一
三
五
乙
己
任
…
…
）
良
維
頼
箕

公
厩
公
耀
良
悪
粂
經
武
氏
壯
光

令
制
愛
施
後
、
そ
の
権
能
を
生
き
て
典
へ
ら
れ
た
蚊
一
初
の
人
は
、
天
平
愛
宇
四
年
正
月
四
日
大
保
よ
り
大
師
に
任
じ
た
恵
美
押
勝
で
あ

も

る
。
畦
睡
麩
祁
鍛
蓉
郵
姪
唖
郵
ま
ぶ
た
そ
の
宣
命
で
は
、

｝

聖

屯
、
ａ
■
守
口

｜
Ⅱ



『

乾
政
官
（
鯉
津
）
大
臣
捧
敢
天
仕
奉
帳
人
元
時
波
筌
久
世
豆
在
官
輌
何
然
今
大
保
方
必
可
仕
奉
嘩
所
・
芯
坐
世
、
多
能
逓
璽
天
勅
鉦
敢
峠
嘩
爲
墓

瀞
砿
甲
種
隆
可
受
賜
物
嶬
御
祁
父
（
唖
》
）
仕
奉
歴
聴
然
荷
物
乎
知
所
毛
無
久
怯
久
劣
岐
押
勝
我
得
仕
奉
嘩
官
解
不
在
、
恐
止
申
、
可
久
申

葬
、
皆
人
》
之
僻
止
申
仁
依
豆
此
官
軒
授
不
給
止
令
知
流
鞭
不
押
、

と
あ
っ
て
、
こ
心
宜
命
に
は
太
政
大
臣
の
職
能
に
つ
い
て
は
、
二
百
も
ふ
れ
て
ゐ
な
い
。
た
冨
藤
陳
不
比
等
の
場
合
と
同
様
な
と
恩
は
れ

る
こ
と
が
く
り
返
さ
恥
て
ゐ
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
年
の
八
月
抑
勝
は
己
れ
に
典
へ
ら
れ
た
太
政
犬
臣
を
以
て
先
老
武
判
脈
昌
及
び
叔
父

屍
前
に
贈
ら
ん
こ
と
駈
諭
ふ
た
奏
状
に
「
故
臣
父
及
叔
者
、
並
爲
聖
代
之
棟
梁
、
北
ハ
作
明
時
之
泌
翼
や
．
位
己
蕊
尚
、
官
尚
末
足
・
伏
願
廻

○
０
０
Ｏ

臣
所
給
太
師
之
任
、
欲
謹
南
北
両
左
大
臣
（
函
斌
詫
締
）
者
、
，
一
と
い
ひ
、
こ
れ
に
唯
じ
て
「
贈
太
政
大
臣
、
庶
使
酬
脳
之
典
、
垂
跡
於
將

來
、
誰
忠
於
後
葉
」
繩
と
さ
れ
た
。
明
ら
か
に
太
政
大
皿
が
、
柴
器
官
た
る
こ
と
を
示
し
て
居
り
、
恐
ら
く
こ
れ
が
職
拭
令
の
期
待
す

る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
で
あ
ら
う
。
郵
謎
識
鵡
叡
謹
“
邦
郵
》
》
鍛
識
華
恥
癖
銅
華
礼
罐
睦
韮
浄
壁
繩
函
挫
韮
蝿
の
押
勝
に
つ
い
で
は
天
平
榊
謹
元

年
剛
十
月
二
日
に
係
ぜ
ら
れ
た
道
鏡
が
あ
る
。
そ
の
宣
命
に
は
「
朕
師
大
臣
騨
帥
能
朕
乎
守
》
助
賜
乎
見
“
、
血
外
二
種
乃
人
等
仁
世
天
、

共
理
仁
慈
哀
天
過
無
》
奉
仕
稚
癖
季
念
華
蓮
米
可
多
良
比
能
利
杉
言
乎
剛
嘩
、
是
能
太
政
犬
臣
乃
官
乎
授
録
獅
流
敢
》
蝿
蓉
》
念
」
癖
と

あ
っ
て
も
借
裕
の
人
人
を
過
ち
な
く
仕
へ
し
め
る
こ
と
が
．
太
政
大
臣
の
宮
に
相
術
す
る
職
掌
と
し
一
」
一
不
さ
れ
て
ゐ
る
。
「
右
師
範
一
人
、

憐
型
四
海
、
経
邦
諭
道
、
盤
理
陰
陽
」
と
い
ふ
令
の
規
定
が
、
漠
然
と
ゆ
が
め
ら
れ
た
形
に
お
い
て
表
現
さ
れ
て
ゐ
る
。
と
こ
る
が
天
安

一
九
年
二
月
右
大
臣
藤
原
良
房
が
太
政
大
臣
に
任
ぜ
ら
れ
た
と
き
、
毛
の
魏
日
良
民
の
上
っ
た
表
文
に
、
「
伏
以
、
大
臣
者
兀
譜
筒
挨
、
敷

奏
寓
機
、
虎
衡
軸
之
要
、
爲
殴
等
所
蹄
」
と
の
べ
て
お
り
痙
蝿
、
後
に
「
貞
観
之
初
、
命
忠
仁
公
爲
扣
、
三
公
爲
仁
、
百
官
拙
己
」
と
い

わ
れ
癖
郡
嘩
癖
郡
鰄
獅
奉
癖
匡
癖
苛
誰
細
聿
錘
逝
、
客
て
の
太
政
大
ば
大
友
里
子
が
「
綿
育
挟
」
と
い
わ
れ
る
樅
能
が
復
活
し
て
ゐ
る
の
と
み

「
知
大
政
宿
亭
」
老

一
五

⑳ 1

０
Ｍ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ｉ



L

太
政
大
臣
官
爾
上
絵
比
治
賜
唾
勅
、
但
撫
政
之
職
波
今
母
輔
益
左
爾
勤
奉
仕
蝿
勅
御
命
乎
衆
聞
食
止
宣
、
麺
権
代

と
み
え
、
そ
の
職
能
が
撫
政
に
相
髄
す
る
官
と
し
て
示
さ
れ
て
ゐ
る
。
必
郷
癖
嘩
睡
岬
匪
神
醗
耀
幽
壷
銅
詣
垂
嘩
蓮
示
唖
痙
諏
評
に
基
経
は
太

政
大
臣
を
拝
僻
し
て
受
け
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
太
政
官
の
奏
頚
が
と
ど
こ
ほ
っ
て
し
壷
つ
た
の
で
、
公
卿
議
定
し
て
、
太
政
大
腫
の
直

臓
に
つ
い
て
庶
政
と
白
さ
し
め
、
以
後
例
と
な
す
と
み
え
る
瘻
郵
と
れ
ら
の
こ
と
は
、
良
民
の
上
表
に
あ
る
「
允
譜
百
投
、
敷
奏
萬

機
」
の
具
總
的
な
機
能
と
示
す
も
の
一
酒
あ
る
。
而
も
一
度
ぴ
令
の
法
意
に
立
ち
・
か
へ
る
と
き
や
そ
こ
で
は
太
政
官
の
職
掌
は
抽
象
的
で
あ

益
か
ロ

臣
藤
原
基
經
に
勅
し
て
「
保
輔
幼
毛
織
行
天
下
之
政
、
如
忠
仁
公
（
犀
）
故
那
」
し
め
た
が
乍
榊
、
元
度
四
年
十
二
月
史
に
太
政
大
臣
に

任
じ
た
。
顎
難
藤
綴
溌
纈
騨
誹
凝
蕊
繊
維
黙
認
・
そ
の
策
命
に
は
、

右
大
臣
正
二
位
膝
原
基
經
朝
瀝
波
朕
之
祝
易
纒
、
貴
貞
心
乎
持
且
御
世
御
世
狸
天
下
政
乎
相
毯
峠
助
奉
事
母
久
嘩
切
又
朕
未
及
初
戦
之

時
狸
輔
導
崇
謹
供
奉
掘
所
細
窪
閃
裁
掛
畏
太
上
天
呈
乃
詔
命
乎
持
天
撚
政
乃
職
爾
蕊
率
佐
治
賜
辨
．
朕
我
企
図
乎
平
久
去
久
天
照
之
治

と
り
行
ふ
樅
能
を
有
す
る
大
臣
と
し
て
の
性
格
を
明
瞭
に
し
て
ゐ
る
。
貞
観
十
一
年
十
一
月
講
和
天
皇
は
位
を
陽
成
天
皇
に
談
り
、

第
爾
群
侍
岼
抵
脹
政
乃
擁
滞
研
事
毛
在
嘩
癖
依
毒
奈
」
と
あ
り
、
妓
早
や
太
政
大
臣
は
一
人
の
師
範
で
は
な
く
、

韮
經
を
右
大
臣
に
あ
げ
て
政
を
行
は
し
め
よ
う
と
し
た
策
命
に
も
、

「
知
大
政
官
惑
」
老

と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
貞
観
十
四
年
七
月
太
政
大
腿
良
屍
が
、
久
し
く
病
ん
で
私
第
に
あ
る
た
め
に
、

聞
食
須
故
波
、
・
此
一
へ
臣
之
力
嶢
、
而
所
小
耐
官
波
擬
攻
乃
職
坤
小
柏
當
止
、
頃
年
参
鋤
大
坐
都
、
今
掛
畏
太
上
天
“
奎
必
詔
旨
春
、

側

序
剛
脚

丞
小

丸
浄
池
瞬
渥
也
久
年
乎
歴
郵
、
太
政
官
乃
其
人
蛙
鐙
此
卿
乎
可
謂
止
勅
御
命
辨
琴
掛
長
支
御
命
乃
任
仁
上
絵
治
給
峡
、
去
春

〃

仰
給
大
坐
叩
大
巨
乃
懇
爾
加
志
許
轆
僻
談
申
仁
依
天
、
へ
一
’
畔
天
延
來
掘
、
今
畏
支
本
御
意
早
果
行
率
物
峠
利
仰
給
不
御
命
轆
玄
、

1
1

「
國
家
之
鎭
証
之
天
下
之
政
乎
齊
導
岐
侍
万
弧
太
政
大
臣
久
病
天
私

大
納
言
源
融
を
左
大
臣
に
藤
原

一
三
、

一
壬
／

太
政
即
ち
天
下
の
政
を

故墓職。
是側波･
以p臭-嵐。

一
個
一
八



＃

1

り
道
徳
的
で
あ
り
、
具
体
的
で
な
い
こ
と
は
通
何
と
し
て
も
否
定
し
難
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
元
慶
八
年
五
月
、
文
章
博
士
菅
腺
道
眞
。
圃

善
淵
永
貞
・
助
教
淨
野
宮
雄
・
中
原
月
雄
・
少
外
記
大
藏
善
行
・
明
法
博
士
凡
春
宗
・
大
内
記
菅
野
惟
肯
・
明
法
博
士
忌
部
溶
繼
等
を
台

し
て
、
太
政
大
臣
の
職
掌
の
有
無
と
、
唐
の
何
官
に
相
當
す
る
か
を
勘
奏
せ
し
め
た
と
こ
ろ
、
諸
説
一
様
に
、
太
政
官
は
分
掌
す
る
と
こ

ろ
は
な
い
が
、
な
ほ
職
事
官
で
あ
る
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
ほ
度
一
致
し
た
準
“
・
伽
も
具
体
的
な
職
率
に
つ
い
て
は
結
論
を
得
る
こ
と
が
で

き
ず
、
翌
月
基
經
に
賜
っ
た
宣
命
に
も
、

太
政
大
臣
藤
原
朝
臣
（
卸
韮
）
先
御
仙
掩
↑
盆
鍛
天
下
乎
濟
幼
介
、
朝
政
乎
總
搬
奉
仕
“
、
爲
國
家
建
大
義
、
爲
肺
桜
立
忠
謀
大
、
不
意
外

爾
萬
機
之
政
乎
朕
身
爾
授
任
天
、
存
閑
退
之
心
、
執
高
談
之
節
、
朕
聞
定
策
之
勤
目
古
先
録
、
又
賞
不
踊
月
、
是
政
之
先
鉦
聞
食
頭
、

大
臣
功
績
醜
高
天
、
古
之
伊
雅
》
り
乃
旭
淡
海
公
叔
父
美
濃
公
（
釦
良
諏
リ
益
椎
、
朕
將
議
其
賞
爾
、
大
臣
素
懐
識
描
心
、
必
固
漂
退
天
、

政
事
若
誕
弛
癖
也
交
美
思
群
迄
本
官
乃
任
爾
辻
職
行
曉
蜘
挙
迄
所
司
爾
令
勘
爾
、
師
範
訓
導
趣
睦
非
権
鼎
内
外
之
政
無
恥
統
華

有
諦
鋤
剰
候
侭
爾
雑
《
昨
瞬
匁
恥
禄
》
唾
瞬
牢
酢
抵
呼
趣
咋
俸
癖
嘘
枠
か
牌
錘
鉦
思
辨
額
自
今
日
官
廃
爾
坐
天
就
天
寓
域
領
行
比
、

入
輔
朕
躬
、
出
總
百
官
謝
、
唯
奏
之
事
晦
下
之
部
、
必
先
篭
果
與
、
朕
將
垂
拱
而
仰
成
ｂ
函
権
代

０
０
０
０
０
○
０
○
通
何
」
０
０
○
０
○
○
○
○
○
○
０
０

と
あ
り
、
令
制
へ
の
反
省
は
、
た
と
へ
「
所
司
の
勘
申
に
よ
れ
ば
、
道
徳
的
な
師
晩
洲
導
ば
か
り
で
な
く
、
内
外
の
政
統
べ
ざ
る
は
な

き
」
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
も
、
や
は
り
「
假
使
爾
無
所
職
久
可
有
謎
止
ｉ
一
と
い
は
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
從
っ
て
良
房
が

面

「
百
官
總
己
』
の
権
能
を
行
使
し
た
に
し
て
も
、
そ
れ
は
具
体
的
な
職
能
を
超
え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
基
經
は
既
に
太
政
大
臣
に
任

じ
て
四
年
を
経
て
ゐ
る
の
に
、
更
め
て
そ
の
職
能
を
械
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
太
政
大
臣
の
殊
特
な
性
格
が
あ
る
。

而
も
「
膳
奏
之
事
應
下
之
譲
、
必
先
護
哩
競
へ
」
と
い
ふ
の
は
、
後
の
關
白
職
の
臓
掌
で
あ
る
。
關
白
職
の
濫
脇
と
さ
れ
て
ゐ
る
仁
和
三
年

「
知
大
政
官
事
」
考
一
七
？

I

I

、

ｄ
１
ｑ

〃



、

、

●

「
知
大
政
官
事
」
考
一
八
・

十
一
月
韮
經
に
典
へ
ら
れ
た
詔
に
、

。
．
Ｏ
○
０
０
○
口

鴫
呼
三
代
搬
政
、
一
心
楡
忠
、
先
帝
聖
明
、
仰
共
振
鋒
、
朕
之
神
妙
、
重
以
孤
銃
、
其
寓
機
巨
細
、
百
官
總
己
、
皆
闘
白
於
太
政
大
臣
、

然
後
奏
下
、
一
如
奮
事
、
唖
垂
秤
要
・
ヘ
、

０
Ｏ
、

と
あ
る
が
、
こ
れ
に
對
す
る
基
經
の
上
表
は
、
「
太
政
大
臣
僻
雛
政
表
」
と
題
せ
ら
れ
、
そ
の
僻
す
る
事
柄
は
「
寓
機
巨
細
、
関
白
於
臣

○
０
０
Ｏ

者
、
再
三
端
己
釦
逐
知
不
堪
」
と
い
ふ
の
で
あ
り
、
そ
の
勅
等
に
は
、
「
披
叩
誠
之
、
有
僻
撫
政
」
と
あ
っ
て
蝿
罫
越
、
開
臼
す
る
こ
と

ｈ

０
Ｃ
Ｏ
○
Ｏ

は
繩
政
す
る
こ
と
で
あ
る
。
開
白
と
捗
政
は
同
義
異
語
に
す
ぎ
な
い
。
後
に
は
、
「
搬
政
即
天
子
也
、
因
之
所
書
也
歳
罐
轆
）
開
国
惟
百

官
總
己
、
猶
在
臣
位
、
理
不
可
之
、
未
兇
闘
白
書
崖
筆
宣
命
之
例
」
と
い
わ
れ
て
一
源
圭
酔
嫁
年
、
織
政
と
關
白
と
は
峻
別
さ
れ
た
け
れ

ど
も
、
當
初
に
あ
っ
て
は
、
關
白
と
搬
政
と
は
殆
ん
ど
砿
別
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
。
而
も
こ
の
と
き
基
經
に
典
へ
ら

れ
た
勅
答
の
中
に
、
「
宜
以
阿
衡
之
任
、
爲
卿
之
任
」
と
あ
る
何
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
有
名
な
阿
衡
の
紛
議
が
起
っ
た
の
で
あ
る

が
、
そ
の
発
端
が
『
阿
衡
者
殿
世
三
公
官
名
、
三
公
者
坐
而
論
道
、
無
所
典
職
」
と
す
る
學
読
に
よ
っ
た
こ
と
も
、
こ
の
時
期
に
お
け
る

擁
政
・
關
白
。
太
政
大
臣
奎
訟
非
擬
の
二
著
の
不
可
分
的
な
干
係
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
寧
ろ
こ
の
基
經
の
撫
政
と
な
り
太
政
大
臣
と
な

り
關
白
と
な
っ
た
經
過
は
、
令
制
の
法
意
に
お
い
て
は
余
り
に
抽
象
的
な
太
政
大
臣
盲
心
具
体
的
な
職
藝
と
し
て
、
織
政
。
脇
白
が
成
立

し
て
行
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
は
れ
．
る
の
で
あ
る
。

（
一
九
五
○
・
七
Ｇ
－
○
）
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